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Ⅰ 県と市町村の消費生活相談の概要

① 熊本県：熊本県消費生活センター

消費生活相談員１３人体制

（一般相談員１１人、商品テスト相談員２人）

② 市 ：１４市すべてに消費生活センターを設置

消費生活相談員による週４日以上の相談体制

③ 町村：３１町村すべてに消費生活相談窓口を設置

うち２町村を除く２９町村で消費生活相談員による

相談対応を実施

【参考】

市町村における広域連携による消費生活相談員の配置は、

９地域３３市町村。

（１）県と市町村の消費生活相談の体制



（２）県と市町村の相談件数の推移

令和4年度（２０２2年度）における県と市町村を合わせた相
談件数は、15,697件。うち、県消費生活センターへの相談件数
は4,840件、市町村への相談件数は10,857件。

１



県消費生活センター及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられる
相談件数は、ここ数年約15,000件を超えたところで推移してい
る。

市町村への相談件数は、平成２２年度以降、県消費生活センター
への相談件数を上回り、近年は市町村における相談件数の割合が全
体の約７０％を占めている。

これは、市町村の相談機能整備の効果が現れてきたことと、住民
に身近な消費生活相談窓口についての周知が進んできたことによる
ものと考えられる。

令和4年度における県消費生活センターへの相談件数は４,８４0

件で、前年度比で約７％の増加である。
相談件数としては、熊本地震が発生した平成２８年度以降減少傾

向にある中、令和元年度、令和２年度は新型コロナウイルス感染症
関連相談等により相談件数が増加している。令和３年度はいったん
減少したものの、令和４年度になって再び増加している。



《参考》過去３年間の相談件数の推移

（単位:件）

２

年 度 R2 R3 R４

総 相 談 件 数 5,282 4,533 4,840

コ ロ ナ 関 係 603 205 85

熊 本 地 震 関 係 55 29 10

令 和 ２ 年 7 月 豪 雨 関 係 41 2 3



Ⅱ 熊本県消費生活センターにおける相談の概要

（１）令和４年度の相談件数

４，８４０件 ※Ｒ３の４,５３３件から約７％増

※ 相談分類は、全国消費生活情報オンラインネットワークシステム

（PIO-NET）に基づく。

（２）令和４年度に相談が多かった相談分類

相 談 分 類 （ 上 位 5 分 類 ） R2 R3 R４
対前年

度比
増減率

1 商品一般（迷惑メール、架空請求等） 499 412 475 63 15%

2 化粧品 206 236 411 175 74%

3 役務その他（占い、サポート契約等） 250 292 245 -47 -16%

4 健康食品（サプリメント、ドリンク等） 325 172 193 21 12%

5 相談その他 181 156 173 17 11%



（３）特徴的な傾向

①化粧品に関する相談が増加、過去１０年間で最高

令和４年度において相談件数が最も増加した相談分類は、「化粧品」。

１回限りと思って購入したら意図しない定期購入になっていた、解約しよ

うと思っても連絡がとれずに解約できないままでいる等の相談が急増。

次いで多い「電気」については、新たな電力会社と契約した後の料金に関

する相談等が多く寄せられた。

３

増 加 件 数 の 多 い 相 談 分 類 R2 R3 R４
対前年

度比
増減率

1 化粧品 206 236 411 175 74%

2 電気 56 48 74 26 54%

3 行政サービスその他（行政を名乗るメール等） 147 59 79 20 34%

4  融資サービス（多重債務等） 181 131 166 35 27%

5  教養娯楽品その他（ゲーム、出会い系等） ‐ 57 72 15 26%



②多重債務に関する相談が増加
県センターへの多重債務に関する相談は、令和3年度はいったん減少し

たものの令和４年度は再び増加している。今後、物価高騰等の経済的な影

響等を注視する必要がある。

③架空請求の大半はメールやＳMＳ
架空請求の到達手段は、携帯電話やスマホへのメールやＳMＳ（ショ

ートメッセージサービス)によるものが大半を占めた。

R2 R3 R４
対前年

度比
増減率

多重債務 124 93 122 29 31%

過払い金 18 10 12 2 20%

ヤミ金 18 13 15 2 15%

架 空 請 求 の 手 段 R2 R3 R４
対前年

度比
増減率

携帯電話、スマホ等 108 102 105 3 3%

葉書、封書 20 15 6 -9 -60%

その他・不明 61 65 1 -64 -98%



④高齢者が関係する相談の割合が高い
「年代別」の相談割合では、６０歳代以上が契約当事者である相談の

割合が高い傾向にあり、全体の約４割を占めている。

【R２：2,098件、R3：1,705件、R４：1,938件 】

４



（４）契約金額・既支払額・被害回復額の推移

◆被害回復額 既に支払った金額又は契約した金額の回復額と未然防止額の合計
◆あっせん 消費者と事業者間にある情報の質、量、交渉力等の格差を補い、

話し合いでの解決を支援するために、消費生活センターが事業者

と直接電話や面談等で説得や交渉を行い、問題解決を図ること
◆R3年度の都道府県あっせん率の平均は、6.8%（R４.10消費者庁現況調査）

「契約金額」及び「被害回復額」は減少している。
あっせん件数、あっせん率、あっせん成功率は増加している。
丁寧にあっせん等を行っていることにより、あっせん成功率は

約92％と高い水準を保っている。

R2 R3 R４

契約金額 15億5300万円 21億1100万円 16億5900万円

既支払額 5億3500万円 6億8800万円 8億3700万円

被害回復額 1億5900万円 1億6300万円 1億2700万円

あっせん件数 488 497 582

あっせん率 9.2% 11.0% 12.0%

あっせん成功率 89.3% 84.7% 92.2%



①インターネット通信販売等による定期購入

［定期購入に関する相談 ５５３件］

【相談事例】
〇通常価格1万円の美容液が初回限定２，０００円との広告を見て

注文した。商品が届き、初めて４回購入が条件の「定期購入」
になっていることがわかった。解約しようと連絡をするが、な
かなか電話がつながらない。やっと電話がつながり、解約しよ
うとしたら、初回で解約する場合は定価との差額を支払う必要
があると言われた。

（５）注意を要する相談事例について（令和４年度の状況）

〔センターからの助言や対応〕
●通信販売による購入申込の場合には、クーリングオフは適用されま

せん。
●申込みの際には、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。

そのため、申込みの最終確認画面を印刷したり、スクリーンショッ
トを撮るなどして証拠を残しておきましょう。

５



②「副業や投資の儲け話」に注意

[サイドビジネスに関する相談６９件、マルチ商法に関する相談６１件]

【相談事例】
〇スマホでできる副業を探して、メールで相談に乗れば高額な報酬が

得られるという副業サイトに高額な登録料を支払ったが、思うよう
な収益は出ない。返金してもらいたい。

〇オンラインゲームの紹介マルチに加入して、借金をして登録料を支
払った。返金してもらいたい。

〔センターからの助言や対応〕
●簡単に高額収入を得られることはありません。「簡単にお金を稼げる」
といった、甘いうたい文句には注意しましょう。
●スマホや無料のセミナーで高額な契約を強引に勧められたり、納得がい
かない契約である場合はきっぱりと断りましょう。特にクレジット契約
や借金を強要して契約を勧めてくる場合は注意が必要です。
●説明を受けても内容の詳細が分からない場合は契約を行ってはいけませ
ん。
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③ 動画サイトやメールによる架空請求に係る相談

[動画サイトやメールによる架空請求に係る相談 １０５件]

【相談事例】
〇動画サイト閲覧中、突然、会員登録されたと表示され、４０万円の

料金を請求された。
〇スマートフォンにSMSで未納料金があるのでこのままだと裁判する

とのメールが届いた。相手に電話すると５０万円払うように言われ
た。

〔センターからの助言や対応〕
●「訴訟」「至急」など不安をあおるような言葉が書かれていますが、あ

わてて相手に連絡せず、一度冷静になり、まずは消費生活センターや警
察に相談してください。

●連絡先等が知られている場合や教えてしまった場合には、登録している
電話番号以外には出ないこと、迷惑メール設定等をしましょう。



（６）県民への注意喚起等（令和４年度実績）

７

期 日 内　　　　容

R4.  9.20 災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意

11.  8 「簡単に稼げて高収入」などと勧誘する副業サイトや情報商材に注意

12.22 電話でお金詐欺に注意



Ⅲ「消費者自立のための生活再生総合支援事業」について

１ 事業概要

（１）事業内容

多重債務者など生活再生の支援が必要な方々に対し、生活再生相談、家計診
断、個別要因に応じたトラブル解決支援、債務整理中又は債務整理後のセーフ
ティネット貸付、償還完了までの生活サポート
【貸付条件】
●限 度 額：150万円
●貸付利率：年9.5％以下（熊本地震の被災者対象の特別金利1.5%）
●償還期間：5年以内（据置期間１年）
※措置期間適用は、熊本地震の特別金利貸付利用時のみ
（特別利息1.5％の利用については、罹災証明、震災に伴う離職証明、休
業証明等の証明書の提出が条件となる。）

（２）事業の沿革

●平成２２年度から「グリーンコープ生活協同組合くまもと」への業務委託
により実施。
●事業の対象者を当初の多重債務者から「熊本地震の被災者（平成２８年６
月～）」、「【ＤＶ、虐待や依存症】、【法律問題】、【就労問題】等の
個別要因に起因する消費生活問題を抱える方」(平成２９年４月～)にまで
順次拡大し、対象者の生活再生を支援している。



２ 令和４年度における面談件数等の前年度比較

令和４年度においては、面談件数は前年度比32.3％減と減少したが、
貸付件数は前年度比26.9％増加した。
債務整理中または債務整理後の信用情報等により、銀行等からの借入が
難しい相談者を対象に生活再生に向けた効果的な貸付を実施。

８

年度 件数 前年比 増減率

949 ▲70 ▲6.9%
うちコロナ関連件数 386 19
うち豪雨関連件数 0 ▲121

26 ▲5 ▲16.1%
うちコロナ関連件数 0 ▲4
うち豪雨関連件数 0 ▲2

642 ▲307 ▲32,3％
うちコロナ関連件数 167 ▲219
うち豪雨関連件数 0 0

33 7 26.9%
うちコロナ関連件数 0 0
うち豪雨関連件数 0 0

Ｒ３

面談件数

貸付件数

面接・貸付

Ｒ４

面談件数

貸付件数



３ 物価高騰の影響
当該事業の相談者全てがお金に関する問題を抱えており、価格高騰とい

う意味では、相談者全てにその影響がみられる。

〔相談事例１〕

母子世帯で子どもは高校生。ダブルワークで就労中だが、教育費、車
ローンがかかっている中、食費、光熱費の物価高騰により、収支が整わ
ず家賃滞納となった。支出の見直しややりくりをしたがそれでも家賃滞納
の解消が遅れ、住居退去を求められ困っている。

〔相談事例２〕

父子世帯で、父はタクシードライバー。出来高制で収入が不安定。長女
は療育手帳所持、次女はバイト就労中。電気代が 今冬、これまでにない
高額で４万円台の支払いに加え食費も高騰していて大変な状況である。
更に家賃が払えず、６月頃までに払わないと退去しないといけない状
況。



〔相談事例３〕

母子世帯で子どもは中学生。自営業。コロナ禍で事業収入減少の状態
から回復に向け何とか事業継続してきたが、物価高が生活を直撃。家計
の見直しとして、特に食費をやりくりしながら暮らしてきたが追いつかな
い状況であった。このような状況の中、本人が病気となり、療養費を借入
に頼らざるをえない状態となった。また、中学生の息子の教育費の準備
も出来ず、今後の見通しができない状況である。

〔相談事例４〕

母子世帯で子どもは高校生。母親はダブルワーク就労で生計維持。高
校生の子どもの通学が公共交通機関を利用できる地域ではないため、
必然的に子どもの送り迎え（学校・部活）を母親の車で行っている。その
ため、ガソリン代の高騰のあおりを受け、就労先への移動や子どもの送
迎のための費用が増加し、家計を圧迫している。

９



Ⅳ 消費者教育の推進について

（１）「高校生等のための消費生活講座」について

若年層への消費者教育の強化を図るため、教育委員会関係課等との連携によ
り「高校生等のための消費生活講座」を平成３０年度から推進している。講座
の令和４年度の実施校は ２０校（３４講座）、受講者数は延べ 2,971名と
なっている。

●高校生等のための消費生活講座実績
平成30年度：２１校（２７講座）、延べ受講者1,659名
令和元年度：２９校（３８講座）、延べ受講者3,555名
令和２年度：１５校（１６講座）、延べ受講者2,056名
令和３年度： ８校（１０講座）、延べ受講者1,113名
令和４年度：２０校（３４講座）、延べ受講者2,971名



（２）消費者教育コーディネーターについて
①設置の経緯

民法改正により令和４年度から成年年齢が１８歳に引き下げられること
を受け、若年層への消費者教育の充実を図るため、令和元年度から消費生
活課に「消費者教育コーディネーター」１名を配置し、学校教育と連携し
た消費者教育の推進を図っている。
②消費者教育コーディネーターの活動
●令和元年度

県立高校４５校、市立高校２校、特別支援学校７校を訪問し、学校現
場のニーズや要望の聴取を行った。

●令和２年度
コロナ禍の中で行動が制約されたが、県内の私立高校２１校中１６校
を訪問するとともに、作成した教材を活用した授業の実践を検証するた
め、県立高校・特別支援学校それぞれ１校を訪問した。

●令和３年度
県立高校７校、特別支援学校１２校を訪問し、学校現場のニーズや要
望の聴取を行った。また、高校への教育教材の送付やSDGs関連の教材を
作成し、ＨＰに掲載した。

●令和４年度
県立高校２６校、特別支援学校５校を訪問し、学校現場のニーズや要
望の聴取を行った。

１０


